
からのお知らせ

「パトロール」と「オンライン説明会」を効果的に行い、発・着荷主に対しトラックドライバーの労働
環境改善と、そのための適正な運賃の収受の必要性を訴えています。

国土交通省トラック荷主特別対策室主催

「トラック物流2024年問題」
に関するオンライン説明会【第13回】開催

いつも荷待ちをさせられる
こんな作業までさせられている。
運賃交渉に応じない。
などの荷主等の通報は目安箱まで。

専用バナー（イメージ゜）中国運輸局ＨＰ

（ご提供している情報（一部））
・物流効率化法、貨物自動車運送事業法改正の内容
・標準的な運賃・料金改正、標準運送約款改正について
・トラック運送の原価計算、価格交渉（運賃交渉）ノウハウ・事例紹介
・各トラック運送事業者、荷主事業者等参加者の問題意識共有。取組みご紹介 など
運賃交渉に活用いただける資料なども提供しています！

中国運輸局トラックＧメン活動ご報告

パトロール先拠点数約 970 か所 （Ｒ5.8.22～R6.7.1の実績）

オンライン説明会視聴者数累計 約1,700 人（第11回(R6.6.21)まで）

● 役に立つと思う
● 役に立つと思えない
● よくわからない
● その他

(参加者コメント(一部))
トラック事業者
・着荷主の問題を溌荷主も声を上げていることが
改めて理解できた｡

発・着荷主事業者
・法改正の動きを取りまとめて社内報告する必要
があり、知識が深まった。

第11回（R6.6.21開催）説明会アンケート結果より（参加人数223名、回答数42（18.3％））

…パトロール実施済みの地域 

開催日時：令和6年8月23日(金) 10:00,15:00（同日２回開催）

ご案内・事前登録フォーム
https://forms.office.com/r/ZYZipqtxuE

SNSでも活動報告中
Ｘ(旧Twitter)



今月のトピック (貨物自動車運送事業法改正による実運送体制管理簿制度創設)
○元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇実運行事業者には、元請事業者に対する「実運送事業者情報（実運送事業者名称、下請次数、貨物の内容、運送す
る区間等）」の通知を義務付け。（公布の日(令和6年5月15日)から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日から施行）

実運送体制管理簿作成フロー


	スライド番号 1
	スライド番号 2

